
 

 

新体育館に関する特別委員会会議録 
 

○日時 平成２７年５月２１日（木）  議員全員協議会終了後 

○場所 全員協議会室 

〇協議事項 

 （１）新体育館に関する市民アンケート実施について 

○その他 

〇出席委員 

       委員長  永田  公由 君      副委員長  中原 巳年男 君 

        委員  金田  興一 君        委員  小澤  彰一 君 

        委員  篠原  敏宏 君        委員  平間  正治 君 

        委員  村田  茂之 君        委員  中野  重則 君 

        委員  横沢  英一 君        委員  西條  富雄 君 

        委員  金子  勝寿 君        委員  山口  恵子 君 

        委員  牧野  直樹 君        委員  古畑  秀夫 君 

        委員  永井  泰仁 君        委員  中村   努 君 

        委員  丸山  寿子 君        委員  柴田   博 君 

〇欠席委員 

       なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇説明のため出席した理事者・職員 

       副市長         米窪 健一朗 君   こども教育部長  岩垂  俊彦 君 

       生涯学習スポーツ課長  中野  昭彦 君   スポーツ推進係長 田下  高秋 君 

       財政課長   塩川  昌明 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇事務局職員出席者 

       事務局長     百瀬  惠一 君       事務局次長  青木  隆之 君 

       議事調査係長   上村  英文 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後２時５５分 開会 

〇委員長 それでは、時間になりましたので、ただいまから新体育館に関する特別委員会を開会をいたします。

理事者から挨拶があれば、お願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者挨拶 



 

 

○副市長 全協の後、特別委員会をお開きをいただきまして、大変ありがとうございます。 

お手元に差し上げてありますとおり、新体育館に関する市民アンケートの実施を予定をしてございます。本日

につきましては、この新体育館の建設に係る市としての方向性、それから２つ目に市民アンケートのその内容に

つきまして御協議をいただくものでございます。どうぞ、よろしくお願いを申しあげます。 

〇委員長 それでは、本日、初めての委員会でございますので、部長を除く出席職員の自己紹介をお願いをいた

します。 

○生涯学習スポーツ課長 こんにちは。こども教育部生涯学習スポーツ課長の中野と申します。よろしくお願い

します。 

○財政課長 企画政策部財政課長の塩川昌明と申します。よろしくお願いします。 

○スポーツ推進係長 こども教育部生涯学習スポーツ課スポーツ推進係長の田下と申します。よろしくお願いし

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（１）新体育館に関する市民アンケート実施について 

〇委員長 それでは、ただいまから、協議事項に入ります。新体育館に関する市民アンケート実施についてを議

題といたします。説明を求めます。 

○こども教育部長 それでは、趣旨でございます。市としての方向性を定め、市民アンケートを実施するもので

ございます。経過を説明させていただきます。 

 平成２３年１２月に平成２６年度末を完成期限とする８，２００平米の規模の新体育館建設については着手し

ない。五次総の中で作成過程で検討するというふうに決定をいただいております。 

 平成２６年５月、庁内調査研究結果３案につきまして、議員全員協議会等へ報告させていただきました。市議

会地域開発特別委員会におきまして５回協議いただきまして、案を一本化するには至らなかったが、市民アンケ

ートでは開発誘導エリアを支持するという形で、３月定例会で委員長報告をいただいております。内容につきま

しては、後ほど説明させていただきます。 

今後の対応でございますが、２７年７月に市民アンケートを実施しまして、市議会９月定例会におきましてア

ンケート結果及び市の最終判断をお示ししたいということでございます。 

それでは、別紙１をお願いいたします。新体育館建設に係ります市の方向性につきまして説明させていただき

ます。まず建設候補地でございますが、開発誘導エリア、民有地１．５から２．０ヘクタールを確保するという

ことでございます。選定の理由でございますが、市議会地域開発特別委員会の議論、またタウンミーティングで

の意見を踏まえ判断させていただきました。開発誘導エリアでは、交通の利便性、中央スポーツ公園、松本歯科

大学との連携、土地区画整理との連携などがすぐれております。中スポは、高原通りの交通渋滞への懸念、周辺

住宅地や小学校など環境への影響、土地利用上の制約、雪捨て場の確保などが問題点として挙げられます。 

２番の規模・機能でございますが、延床面積は６，３００平方メートル程度といたします。当初６，１３０平

米で、約１７０平米ほど増床しましたのは、学校施設環境改善交付金の交付要件に必要な機能を加えたものでご

ざいます。 

３番の概算総事業費でございますが、２８億２，２００万円といたします。当初提案させていただきました２



 

 

４億７，２００万円から約３億５，０００万増額しておりますが、主な理由としましては、床面積の増床、建築

価格の見直し、また新しい機能を加えたことによります。 

（２）番にありますが、建設費につきましては、これまで平成２０年度の業務委託報告書に基づきまして、坪

単価を１００万円として想定してまいりましたけれども、建築費指数を参考に坪単価１１０万円という形で改め

させていただきました。 

別紙２をお願いいたします。市民アンケートの実施についてでございます。対象者でございますが、アンケー

ト回答票は１世帯１枚としまして、市内全世帯約２万６，５００世帯を対象といたします。 

スケジュールですが、回答期限を７月３１日、報告を９月定例会においてアンケート結果及び市の最終判断を

お示ししたいと思っております。 

アンケート回答票でございますが、建設したほうがよい、建設しないほうがよい、わからない、から１つ選択

して丸印を記入していただくものでございます。 

アンケート結果の取り扱いでございますが、回収率にかかわらず開封しまして、結果を踏まえて市が総合的に

判断し市議会と協議の上、決定したいということでございます。 

判断基準でございますが、する、しないが有効回答の半数を超える意見の場合には、その回答意見と決定いた

したいということ。（２）番としまして、わからないが多くて、する、しないが有効回答の半数を超える場合には、

その数の状況を見て判断したいというものでございます。超えない場合です、済みません、訂正させていただき

ます。 

それでは、次のページを見ていただきたいと思いますけれども、これにつきましては、新体育館建設に関する

アンケートのかがみ文章でございます。内容でございますが、太文字のところを読まさせていただきます。 

建設する場合の建設候補地、規模、費用をお示しし、最終アンケートを実施させていただき、方針決定を行っ

てまいります。建設したほうがよい。建設時期は、合併特例事業債の発行期限となる平成３２年度までに建設す

るというものが賛成。建設しないほうがよいというものが反対、ということで記入してください。というもので、

はがきをつくっております。 

めくっていただきまして、次からは、それぞれアンケート資料（ダイジェスト版）と、あとアンケート資料と

いうもので、これは重複いたします。ダイジェスト版のみを見ていただければ、最低限の様子がわかるというも

ので、重複しますが、この２種類の物を同封するというものでございます。 

現状と市の目指す方向性でございます。現在の体育館につきましては、いずれの時期にか新築又は大規模な改

築が必要になっております。市体育館を建設する場合は、建設候補地は松本歯科大学南、これは今までタウンミ

ーティング等では広丘郷原地区開発誘導エリアというような表現でございましたが、よりわかりやすいようにと

いうことで、松本歯科大学南という表現もあわせて表示させていただきました。この民有地ということでござい

ます。規模は６，３００平方メートル程度。 

４番ですが、建設に伴い市が負担する総額は、建設時に負担する一般財源Ａ、約２億５，０００万円ですが、

これと、元利償還金Ｂ、約７億５，０００万円、このＡ、Ｂを足しました１０億円が必要になるというものでご

ざいます。また、後ほど説明させていただきます。 

５番でございますが、維持管理費は、年間約６，８００万円程度というふうに表示させていただきました。 



 

 

次にＡ３の資料でございますが、１の主な経過、２番の現市立体育館の施設状況、３番の市の目指す方向性と

いう形で、方向性につきまして説明させていただきます。 

当初想定しました８，２００平米規模から、市民競技レベル、これについては市民みずからが楽しむスポーツ

施設を想定しまして、県大会規模の開催は十分可能な規模でございます。この市民競技レベルに対応した規模と

して、機能、規模を縮小したものを提案するに至りました。 

また、近年頻発する大規模災害などを考慮し、防災機能を兼ね備えた施設として示しております。 

４番の建設候補地につきましては、松本歯科大学南という表現で地図を示させていただきました。 

５番でございますが、新体育館の機能・規模。これにつきましては見ていただいたとおりですが、具体的に下

になりますが、１階イメージについて、メインアリーナから防災施設という表現で示させていただきました。 

めくっていただきまして６番、建設費用と維持管理費でございます。建設費用等については、概算総事業費で

２８億２，２００万円。このうち補助金としまして、学校施設環境改善交付金が１億８，５００万、合併特例事

業債として２３億８，５００万。したがいまして、一般財源の市が建設時に負担する金額としましては、その引

き算ということで２億５，２００万が必要になるというものでございます。 

２番の合併特例事業債の返済見込みでございます。１０年間で返済していくものでございますが、借入時には

２３億８，５００万円ですが、返済総額は利子等ございますので、２５億１，０００万円という形になります。

７０％が国から市に交付されまして、市の負担総額は７億５，３００万。これを１０年間で返済しますので、１

年当たりは７，５３０万が必要になるというもので、なるべく国からの補助のある借入金の活用によりまして、

財政の影響を極力少なくしていくという表示でございます。 

３番の新体育館建設に伴い市が負担する総額は、したがいまして、建設時に負担する一般財源Ａ、借入金、合

併特例事業債の元利償還金のＢを足しました１０億５００万円という表示でございます。 

４番の維持管理費につきましては、人件費から修繕費までを概算でお示しいたしまして、６，８００万という

内訳でございます。 

最後のページになりますけれども、アンケートの回答票でございます。事業の概要としまして、建設候補地、

規模、概算事業費を改めまして表記させていただきまして、回答欄ということで、３つの表記をさせていただき

ました。以上につきまして、アンケートの内容でございます。 

○財政課長 それでは、財政上の見通しを御説明するためにですね、先ほど委員長の許可をいただきまして、追

加いたしました財政フレームというペーパーをお配りいたしましたので、よろしくお願いいたします。１枚の財

政フレームという資料でございます。この財政フレームにつきましては、先日、さきにお配りいたしました第五

次総合計画のこの冊子の中の附属資料としてお示ししているものでございますので、よろしくお願いいたします。 

一番上の囲みにありますとおり、この財政フレームにつきましては、第五次塩尻市総合計画、この９年間の計

画を進めていく、その財政フレームとして作成したものでございます。この計画期間中におきます大枠としての

財政の見通しを示すものでございまして、実施計画あるいは予算編成等において活用していくというものでござ

います。なお、今後の制度改正、経済動向、地財計画等を踏まえまして、必要に応じて再調整をしていくという

ことにしております。 

それでは、まず、下のほうの３番の財政フレームの前提をごらんいただきたいと思います。これにつきまして



 

 

は、普通会計ベース、普通会計は一般会計と奨学資金貸与事業特別会計でございますが、普通会計ベース、予算

ベースで試算したものでございます。それから制度改正、確定しているものを除きまして、現行制度が継続する

ものとして試算しております。それから２９年度までの実施計画に計上された事業のほか、主要事業の見通しを

もとに試算をいたしました。それから人口推計値、これは第五次総合計画の目標人口を掲げてございます。その

目標人口をベースに年少人口、生産年齢人口、老年人口等、反映して試算をしているということでございます。 

それでは、まず、上の１、歳入から御説明いたします。歳入の見通しでございます。まず市税収入につきまし

ては、２７年度９８億５，６００万ということで、これは法人の業績回復がございまして、この期間中のピーク

の市税収入と見込んでおります。なお、以降につきましては、その２７年度の法人市民税上昇分もございました。

その６０％水準になるという見込み、それから経済成長率、それから法人市民税の税率改正がございます。それ

を見込んで、ごらんのとおり、市税収入については９年間、見込んでいるところでございます。 

それから次の地方譲与税等でございますけれども、平成２９年４月から消費税が１０％に引き上げられるわけ

でございます。それに伴いまして地方消費税交付金が３億円ふえるという見込みでございまして、平成３０年度

に１７億５，９００万円、以降、同額で交付金として試算をしてございます。 

それから、地方交付税でございます。地方交付税につきましては、２７年度、これは市税収入がふえた分、減

少を見込んでおります。地方交付税は減少する。ただ、２８年度につきましては市税収入が減る分、地方交付税

がふえる。さらに公債費、償還金、返済金でございますけれども、それが算入がふえるということを見込み５９

億７００万円ということで、この期間中の交付税のピークと見込んでおります。ただし、しかしながら、これま

でですね、合併の特例といたしまして約５億５，０００万円ほど多く交付をされていた特例がございました。そ

の特例がですね、段階的に減っていきます。平成３３年度にはその特例の上乗せがゼロになるということで、厳

しい状況になるという交付税の試算をしております。 

それから、その次の国・県支出金の収入、地方債収入の借金でございますけれども、それぞれ積み上げた数字

でございます。特に地方債につきましては、平成３２年度、新体育館建設最終年でございます、期間中のピーク

となります３２億７，５００万円。このピークを見込んでいるところでございます。なお、この地方債の内訳の

中でですね、ちょっと書いてございませんけれども、合併特例債の借入限度額というのが１０３億６，０００万

円、これが合併特例債の借入限度でございまして、新体育館を含めまして見込み事業を、今後の見込み事業をト

ータルいたしますと、合併特例債の限度枠を９億９，０００万円ほど、約１０億になりますが、オーバーすると

いう見込みでございます。その分につきましては、他の財源を活用するということを検討していくことにしてい

るものでございます。以上が歳入でございます。 

それから、２の歳出でございます。一番上の義務的経費。これはなかなか減らすことのできない経費でござい

ます。人件費、扶助費、公債費でございます。１つ目の人件費につきましては、平成２８年度に５５億円余、そ

れからさらに平成３０年度には５６億円余ということで、退職者が増加する分、ふえるということで期間中のピ

ークとなっておりますし、その下の扶助費でございます。生活保護ですとか福祉医療、あるいは児童手当といっ

た社会保障関連費でございます。こちらについては人口推計をベースに試算をしているところでございまして、

上昇していくということを見込んでいる状況でございます。それから公債費、借金の返済でございます。これも

事業借入分の積み上げでございまして、ごらんのとおり見込んでございます。ごらんいただきますと、公債費、



 

 

借金の返済とですね、上の歳入のところの地方債、借金の額、これをそれぞれ比較していただきますと、借入よ

りも、それぞれの年、返済のほうが多い、このような計画をしてございます。借入よりも返済が多いということ

でございますので、借金の残高はこの期間中ずうっと減っていくという見込みでございまして、この９年間で借

金残高１７億円減少をするという見込みをしてございます。 

それから、次の普通建設事業費、これは道路、学校といったハード事業でございますけれども、３２年度がピ

ーク、３９億７，０００万円ということで、この期間中のピークを見込んでいるところでございます。なお、そ

れ以降についてはですね、平成３２年度で合併特例債と過疎債が終了いたします。したがいまして、以降はです

ね、財源、厳しい状況がございますので、建設事業費については平成３２年度までの平均をですね、８５％規模

に圧縮をしまして、３３、３４、３５年度を見込んでいるという、約２６億円規模に圧縮をして見込んでいると

いうものでございます。その他の歳出の中にはですね、当然これから建設をしていきますとランニングコストが

発生してまいります。新体育館につきましても先ほど説明がありましたとおり、ランニングコスト年間６，８０

０万円というものを、３３年度以降見込んで計上しているところでございます。 

以上ですね、９年間の財政フレームをお示ししてございます。これは予算ベースで試算しておりますので歳入

歳出同額でございます。ただ、実際に執行ベースになりますと、入札差金というものが発生いたしますので、収

支差引決算剰余金を見込むのが現実的でございます。ここには書いてございませんけれども、年間２億円の剰余

金を見込みますと、その半分を基金に積んでいくことになりますので、３５年度末、最終年度ですね、９年後の

財政調整基金の残高というのは２３億円となる。２３億円が確保されているということを見込んでございます。

この２３億円というのは標準財政規模の１３％になります。適正規模っていうのは１０％から１５％が適正規模

と言われていますから、その範囲ということでございます。したがいまして、総じてですね、この９年間を見込

んだ中では、財政調整基金の残高を２３億円確保ができている。それから借金の残高もこの９年間で１７億円減

少させることになるということで、健全財政が図られていくということを見込んでいる推定でございます。財政

見通しについては以上でございますので、よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、ただいま説明を受けましたが質疑を行います。なお、質疑は区分して行いますのでお願い

をいたします。 

まず、別紙１、新体育館建設に係る市の方向性について質疑を行います。質問、御意見のある委員はお願いを

いたします。よろしいですかね、いいですかね、はい。 

それでは、次に別紙２、市民アンケートの実施についてを議題といたします。質問、御意見のある委員はお願

いをいたします。 

○村田茂之議員 経緯を十分理解していないところがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。 

市民アンケートという手段をとるというふうになった経緯といいますか、個人的には先週の大阪都構想のああ

いった状況とかがあるわけで、全ての市民に対してこういった今のマル・バツ・サンカクをとるということとい

うのは、最終決定ということで意味のあることなのかもしれないけども、市民の全ての意向がそのまま反映でき

るとはちょっと思えないところもあると思うんです。アンケートに至ったその経緯、お考えについて補足説明を

いただきたい。 

○こども教育部長 まず、アンケートでございますが、平成２３年のときに１万人アンケートというものを実施



 

 

しております。この時の回答率は５２．４％ということで、半分の方が回答いただいたわけですけれども、その

内容は今回と違いまして、まず、場所はどこがよろしいかとか、あと内容的にどういうものを要望するとか、具

体的に何かを示したものではなくてですね、皆様のいわゆる本当のアンケートという形でとっております。 

それを受けましたときに、すぐ建てるのと、あと、期限内に建てると、結果がいろいろ違ったんですけども。

今回、流れにつきましてはですね、そういうものは既にとってあるんで、住民投票をするというのと、アンケー

トをするのという比較になるわけですけれども、まず住民投票をするときに、まず年齢ですね、１８歳以上から、

または２０歳以上からというふうに前提をつけるのにかなりまた議論が必要であるということと、今回はこの特

徴としまして、家族でですね、家庭の中で話し合ってくださいと。これから例えば、財源を負担していただくの

は将来のお子さんたちになりますので、その子供たちが本当に必要なのかっていうようなことも、判断難しい部

分は確かにあると思うんですけども、何歳というふうに区切るんではなくて、家族であえてそこで１世帯１枚と

いう形でそういう機会をつくってくださいという趣旨もございまして、また、ほかには、例えば投票率が何パー

セント以上になったら有効にするかという前提も決めなければいけないということもあります。費用も当然、膨

大な人件費がかかりますので、総合的に判断いたしまして、今回こういうような形で、強制力というのは、必ず

それをどうしてもということではないんですが、かなりそれは尊重させていただくという内容で、しかもシンプ

ルにこの３つについてどれがよろしいでしょうかという形で、今回アンケートを実施させていただきたいという

のが概略でございます。 

○村田茂之議員 よろしいです。 

○委員長 村田委員、委員長に許可を得てからにしてください。 

○村田茂之議員 行政のほうのお考えなりっていうものと、それから住民自身の理解、認識っていうのはどうし

ても時間差があったり、その中身について十分理解できなかったりということで、差が出てくるわけですね。そ

れで、その辺をコントロールすること自身は非常に難しいことだっていう認識ではいるんですけれども、今回、

７月のアンケートというまでに、何か情報的に補足するとかそういうようなアクションは考えていらっしゃるん

でしょうかっていう。 

それと、もう１点だけお願いします。やはり全戸アンケートっていうことになりますと、アンケートのそのア

クション自身に費用がかかると思いますが、それは幾らぐらいかということを教えていただきたい。 

○こども教育部長 まず、最初のほかの広報手段ということでございますけれども、一応、広報でも６月１５日

号で特集を組んで、これもほとんど内容的には、あと視覚に訴えるようなものでですね、今、計画しております。

それから当然ホームページの中でもですね、これをアップしたりというふうに考えておりますので、御了承いた

だきたいと思います。あと、予算面につきましては、課長のほうから述べさせていただきます。 

○生涯学習スポーツ課長 今、アンケートに係る予算ということで市にお認めをいただいた額でございますけど

も、総額で４１３万２，０００円でございます。それで、内訳でございますが、印刷の関係で７２万９，０００

円、それから集計にですね、臨時職員さんをお願いしますので、それが３０万５，０００円、あと、郵便の関係

で３０５万７，０００円ということで、あと雑費が含まれまして４１３万２，０００円ということで予算計上を

いただいております。 

○委員長 よろしいですかね。ほかに。 



 

 

○柴田博委員 これまでの経過の中でですね、大きなやつはつくらない、２６年度までにはつくらないという話

になって、その後、庁内の研究会か何かで中央スポーツエリアか、開発誘導エリアか、既設の体育館の大規模改

修かっていう３つの案ができて、その中から特別委員会で協議する中で中央スポーツエリアについては除こうっ

ていう話になって、開発誘導エリアに新しいのをつくるか、既設の体育館を大規模改修するかということになっ

ていたと思うんですね。今回のそのアンケートについては、既設の体育館の大規模改修っていうのも選択肢の１

つとして選べるようなアンケートになるんだというふうに私は理解していたんですけど、そういうふうになって

いないのはどういうことによるわけですか。 

○こども教育部長 特別委員会の中には私も出席させていただきまして、聞かさせていただきました。その中に、

確かにそういうような御意見もございましたけれども、ただ、工事的にですね、Ａ案の中スポにつくるのと、Ｂ

案の開発誘導エリアにつくるのと、Ｃの今の体育館を直すというのは、要はＣというのの解釈なんですけれども、

今の体育館については、もしも新体育館をつくらない場合には必ず直さなければいけないというふうに私どもは

認識しております。ですので、今回、解釈としましては、あくまでも建設しないほうがよいというふうになった

場合には、いわゆるＣ案に当たります、今の体育館を直していくということで解釈させていただきますが、要は、

皆様にアンケートするときにですね、またＣ案っていうようなものをやると、判断がわかりにくい部分もあるか

というふうにこちらのほうで判断させていただきまして、まずこの案を、こういうものをつくりたい、それに対

して賛成か反対かというお答えをいただきまして、建設しない方がよいという場合には、現体育館を直すという

形で行いますので、これについては、こちらのほうがより皆様にとってわかりやすい選択、判断をしていただく

方向ではないかということで、こういう表現をさせていただきました。 

○柴田博委員 だけど、例えば新しいものをつくるかつくらないかという判断をするときに、もしその方がつく

らないというふうに判断をしたいと思ったときに、じゃあ実際に今の体育館をどれくらいかけて、どういうふう

に直せば使えるのかというようなことも判断材料の１つになると思うんですが、今の、このきょうの資料の中で

は、つくらないとしても最低限の改修はしますだけで、どんなふうに改修するのか、サブアリーナはどうするの

か、総額で幾らかかるのかっていうようなことは全然示されてないわけですから、その辺を示した上で、やっぱ

りつくるかつくらないかを決めていただいたほうが、よりわかりやすいと私は思うんですけれども。そういうふ

うには考えられないですか。 

○こども教育部長 私どもの判断につきましては、例えば、今の体育館を利用するときに、それじゃあサブアリ

ーナをそれでもつくるのかっていうことも、そこで聞くんでなくてですね、そこも、もし今のものを、新しくも

のをつくらないというふうになった場合には、そのときに改めてですね、サブアリーナも含めての検討になりま

すので、それは今の市の考え方をまず出して、それについて賛成か反対かというふうにしたほうが、判断はしや

すいというふうに考えております。 

○中村努委員 ずっと長い経過の中で、住民投票ではなくて、アンケートで十分市民の考え方っていうのは把握

できると思います。世帯ごとでもいいと思いますし、それから、アンケート結果の取り扱いについても、こんな

ような判断でいいと思うんですけれども、住民投票的な意味を持たせるのであれば、この三者択一っていうのは

私はないと思っています。というのは、回答してこなかった人と、わからないという人と、両方、丸したり、全

く書いてなかったり、そういった人の意見の違いというのはどういうふうに判断をされるんですか。 



 

 

○こども教育部長 まず、いわゆる選挙のときの判断の部分もあるんですけども、例えば複数回答がある場合に

は、これは無効だというふうな形でですね、これよりまだ細かいものはつくっておきたいと思っております。確

かに議員さんがおっしゃいますように、わからないという意味が２つあると思います。まず、判断することがわ

からないのか、いろいろ調べたんだけど総合的にわからないよという、２種類の考えがあると思うんですけれど

も、それについてはですね、あくまでも数字が出た時点で考えなければいけないことなんですけれども、１つに

は、自分たちはわからないから、市または議会のほうにですね、お願いしますよという拡大解釈もあるかと思い

ますし、本当に全くわからないというものもあると思いますので、それは、今前提で話しているとかなり判断が

難しいものになると思いますので、まず数字が確定した時点で、市も、また議会とも相談させていただきまして、

最終判断をしたいというふうに考えております。ですので、できる限りこの資料、広報等も通じてですね、わか

るように説明するというのが行政側の使命だというふうに考えておりますので、何しろわかるように説明させて

いただいて、これ見てもわかんないよというのじゃなくて、なるべく判断をさせていただきたいというふうに考

えております。 

○中村努委員 やはり、回答されないという方と、この判断がわからないという方の思いっていうのは、いろん

な理由はあるんでしょうけど一緒だと思うんですよね。改めてここでわからないっていう項目を選んでもらう理

由がどうしても理解できないので、私は、したほうがいい、しないほうがいい、二者択一のほうがわかりやすい

と思います。いかがですか。 

○こども教育部長 そのほうが楽なんですけれども、住民にとっては、要は先ほどの２種類あるかと思うんです

けれども、判断したんだけれどもわからない、それをじゃあ行政、市、議会のほうにですね、投げていいってい

う表現まではわからないと思うんですけども、とにかくそのどちらかには分けにくいという方はいらっしゃると

思いますので、これはその余地も残しておいたほうが、行政としては本当はやりいいんですけれども、二者択一

のほうがやりいいんですけども、こういう選択もあり得るというふうには考えております。 

○中村努委員 あくまでこれは住民投票的な意味合いを持つので、私らも議場でわからないという判断はないわ

けですよね。判断できない場合は退室するわけですわ。そういう判断を私はこれ市民に求めているんだっていう

ふうに思うので、またその辺はしっかり考えていただきたいと思います。 

○副市長 先ほどの村田委員からの御質問も含めてですね、ちょっと私のほうから補足をさせていただきますが、

そもそもアンケートをやろうというふうに至った理由はですね、そこの経過の中にもありますけれども、２３年

のときに、１万人のアンケートをやったら、両方とも拮抗して結論が出なかったわけですよね。結論が出ないか

ら、これは少し冷却期間をおいて、いろんな中で市も議会も検討しましょうやということで、当時の合併特例債

の期間内には建設をしませんよ、ただし、第五次の計画の中でしっかりこれは詰めていきましょうね、こういう

ことで出発をしたわけでございます。 

それ以前にはですね、実は市は中央スポーツ公園へですね、調査費をつけて中央スポーツ公園で調査をしてで

すね、その結果をもって議会に御判断をいただくということで進んでまいりましたが、議会からの御意見で、そ

れは市民の意見をちょっと聞けよというような御意見があったもんですから、１万人のアンケートを実施をさせ

ていただいたと、こういうことでございます。今回、いろいろ議会とともにですね、検討をさせていただいて、

こういう方向性を、一定の方向性を出したわけでございまして、これをアンケートに付するというのは、私は住



 

 

民投票ではなくてですね、ぜひ市民の皆さんにこの問題について関心を持っていただきたい、それから市民の御

意見をもう一度、再度問うて、その結果をもってまた議会と相談して、市が市として判断をさしていただきたい、

こういうことでございます。したがいましてですね、これは冒頭にも書いてありますとおり、非常に大きなお金

を使いますし、借金もするわけでございますから、孫、子とは言いませんけれども、少なくとも今の世代だけで

はなくて次の世代にもですね、そういう金銭的な返済の義務を負わせていくということでございますし、反面、

今やることによって、市民の財産をふやしていくということでもございますので、これをそれなりの受けとめ方

をもって市民の皆さんもですね、ぜひ関心を持って、言葉が適当かどうかわかりませんけども、この問題につい

ては関心を持って御判断をいただきたいというのが、私どもの考え方でございます。 

 ただし、御判断をいただけないという場合がございます。これは、先ほど部長が申し上げましたとおり、白紙

で出してくるかですね、あるいはわからないというふうな回答もあるかもしれない。そういうことを家族で話し

合った結果、これはどうも結論が出んぞということについてはですね、これは残念ながら御判断いただけないと

いう場合もございますので、わからないという回答に丸をいただくというようなことになるかもしれない。それ

については私ども、あるいは議会はですね、協議させていただいてきちんとした結論を出して、それを議決をい

ただくことによって、市民の前に事業として出していく、こういうことになろうと思いますので、その結果とい

いますか、その過程の中のアンケートということで御理解をいただきたいと存じます。決して住民投票のように

イエスかノーかを問う、ただそれだけを問うというような性格のものではないというふうに認識をしております

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 中村委員、いいですか。 

○中村努委員 ちょっとトーンが変わってきているんじゃないかなと思います。全員アンケートで、当時はです

ね、全員アンケートっていう表現してましたけど、それで決定していくと。住民投票にかわるものという説明を

受けておりましたので。私はそういう捉え方をしてましたので、意見としては、二者択一にすべきだというふう

に申し上げておきたいと思います。 

○委員長 ほかに。 

○横沢英一委員 アンケートをとるには、それに出す資料っていうのが非常に大事だと思います。この資料をど

ういうふうにつくるかというのが、やっぱり大きなポイントにもなってくると思うもんですから、そこら辺をね、

先ほど柴田委員も質問されましたように、私もそうだと思います。というのは、Ｃの案の例えばつくらないとい

うときにですね、住民の皆様は、この資料を見て、じゃあ後で体育館を改修してどのくらいのお金がかかるかと

いうことが非常に今度は自分の疑問の点だと思うんですよね。そういうことが全然出されてないってことになる

と、やはり判断ができなくなる部分もあると思います。そこら辺をやっぱり考えるべきだと、私は思います。や

はりですね、現体育館が通常の考え方でいくと、住民の皆様はほとんどお金をかけなんで今まで維持していこう

と思っているのかなと思ってみましたら、それじゃ今度は体育館をつくりませんということで上がってきました

ら、どのくらいのお金がかかりますっていったら１５億かかりますと。いや、それじゃあまるでだまされたじゃ

ねえかというようなことにもならない可能性はないわけですので、やっぱりそこら辺はね、ある程度、今考えら

れる中では明示してもらうべきだと思います。これはもう何回も、開発誘導エリアだとか現体育館を改築すると

かっていうようなことをある程度言っているわけですから、もうちょっとそこら辺は具体的に示したほうがいい



 

 

と思いますがね、私は。 

○こども教育部長 まずですね、今この合併特例債の期限内にということが前提となるんですけども、これが本

当のラストチャンスになるわけですけども、新体育館をつくるのがいいかどうか、これをまず聞きたいというこ

とで、確かに明示はタウンミーティングのときにはＣ案というものをですね、具体的に出しているわけなんです

けども、逆にそれをやると、今回平成３２年までに合併特例債の期限内までにつくる、本当にこれが最後の本当

の機会になるんですけども、これを捉えるかどうかという判断がわかりにくいというふうに考えて、うちのほう

はこの案をですね、まず出して、それに対して反対だった場合はという表現はしてないんですけども、これだけ

の大きな金額を使うのがいいかどうか、というのを聞きたいということですので、今の体育館を直すっていうこ

とになれば、特に合併特例債もですね重要でなくなるわけ、そんなことはないんですけども、それだけ比重って

いうのは下がるわけなんですけども、これだけ大きな新体育館をつくるときには、やはりもうこの案を示してこ

れでいいでしょうかと言ったほうが判断はしやすいというふうに考えてはおるんですけども。要は、それだけの

財源をですね、皆さんに負担してもらってよろしいでしょうかという聞き方で、この案を示させてもらったとい

うことでございます。 

○横沢英一委員 済みません、くどいあれになって申しわけないんですが、この前の試案の中でもですね、９億

何千万ってかかるって言ってるわけですよね。そうしたときに、今回はそこに３億５，０００万円上乗せされて

ますよね、２４億幾らに。ということは、改修するといっても９億幾らが、もう少し上がっていく可能性はある

わけですよね。それで、先ほどの話ではサブアリーナがつくとか、そういうことになるともうちょっとお金がか

かるわけですので。そうすると今の新体育館をつくる半分くらいの金が今度は必要になるわけですよね、体育館

をつくらないといっても。ですから、そこには大きな問題があるから、やっぱり判断の基準の中へ入れとかない

と、難しい判断ができないんじゃないかということになるということを私どもは言ってると思っておるんですが。

柴田委員も恐らく同じことを言っておられると思いますが。 

◯副市長 前々回の委員会の委員長報告を、私手元に、これ正式なものではございませんので、メモ書きですか

ら、場合によって間違っていたら御訂正お願いしたいと思いますけれども、一番後段でですね、新体育館を建て

る場合の案を一本化することに反対する声や、改選後の新しい委員で検討すればよいとの声があり、結果的に委

員会として１つにはまとまりませんでしたが、建設する場合の案を一本化して問うことに賛成する委員の皆様に

ついては、積極的支持と消極的支持の違いはありながらも、全てＢ案を支持するという結果になりました。以上、

体育館建設問題についての御報告とさせていただきます、というものを受けて、このアンケートあるいは市が方

向をつくっているわけでございます。したがいまして、これをもとに戻せと言うなら、ここにございますとおり

新しい委員の皆様でございますので、ここで御議論をいただいて、時期は６月のできるだけ早めにこのアンケー

トをつくっていかなければなりませんので、そういう結論であればですね、そういう結論に私どもは沿うと、こ

ういうことになりますが、いかがでございましょうか。 

○委員長 前委員長は、いい、前委員長は。 

○西條富雄委員 当時の特別委員長をやってました西條ですが、私の委員会の中でやっている記憶では、Ａ案Ｂ

案の中の建設をしないっていうことになりますと、市民のほうが、じゃあお金かからなくていいんだなっていう

判断になるので、現体育館を改修するにもこれだけのお金がかかりますよってことを明示してくださいっていう、



 

 

私はまとめたような気がするんですが、ちょっときょう、その資料を持ってないもんですから、いけないんです

けれども。 

○柴田博委員 今、副市長が読み上げられたやつは、中身は、新しいものをつくるとすればＡかＢ案かじゃなく

てＢ案ですよっていうふうに一本化したっていうことで、それにＣ案はもういいですよ、選択肢に入れなくてい

いですよっていう、そういう意味で発言されたんではないと思いますけど。 

◯篠原敏宏委員 今のやりとりにも若干関係すると思うんですが、私がですね、柴田委員が今質問される前にこ

こで聞きたかったことが１つありまして、建設しないほうがよいっていうことが半数を超えたと、この（１）の

するしないが有効だったという前提で、建設しないほうが半数を超えたっていう場合、今後そのことはいつまで、

そのことがこれから塩尻市が縛られていくのかお聞きしたかったんです。つまり、この結果、言葉をかえるとで

すね、いつまで縛られるのかと、今回やったアンケートが。そしたら、柴田委員から、３つ目の選択肢の、そう

した場合に部長からは、要は大規模改修をしてくという答えがあったわけで。私が一市民としてですね、このア

ンケートこのまんまやったとすると、じゃあこれやらないって決まったら、塩尻市の体育館ってどうなるのって

とこへ思いが行ったわけです。そうすると、その選択肢だとかあれが、答えに全然入ってない。つまり、今、横

沢委員が言われたように、現体育館を改修してっていうことがここに全然入っていないもんですから。その場合

はやらない、体育館にお金をかけないっていう判断を市はする、そういうふうにここではとるっていうことです

ね。 

◯委員長 篠原委員、質問の要旨をもっとまとめて言ってください。 

◯篠原敏宏委員 お金をあとかけないっていうふうに判断をする、市民はそういう判断をしたというふうに市は

とるとした場合は、体育館はリニューアルされないことになるんではないかっていうふうに私は思ったもんです

から、だとするとちょっと困るんではないかなと。 

◯委員長 そうすると、横沢委員が言われたように、資料なり何なりで、建設しない場合、今の体育館は大規模

改修をするという意見なり、資料としてつけたほうがいいと、そういうことですね。 

◯篠原敏宏委員 選択肢としてそのことを書かないと、市民としては、あれ、違うんじゃないのっていう。この

後リニューアルの予算が出てくるわけですから。それは話が違うんじゃないの、またお金かけるの、そういう疑

問が出てきてしまうんではないかと、それは後困っちゃうんじゃないかなと。 

◯委員長 ちょっとまとめさせていただきます。今、出てる意見の中で２つあります。 

１つは、中村委員が言われたように、わからないという選択肢は除いて、建設する、しないという二者択一に

したほうがいいんではないかという意見。それからもう１つは、前回の委員会で示されておりますＣ案、今の体

育館の大規模な改修について資料としてそれも添付をしたほうがいいんじゃないかと、こういう意見が出ており

ます。それについてもう一度部長の見解を求めます。 

○こども教育部長 まず、ダイジェスト版のところに、現在の体育館については、いずれかの時期に新築又は大

規模な改築が必要になってくるという形で表現させていただいておりまして、ですので、今回例えば縛りという

話もありましたけれども、平成３２年までの合併特例債というものが、ここで準備して行わないとできませんの

で、例えばこのアンケートでだめになったというときには、これはもう新体育館というものはつくることは、財

源的に限りなく難しいというふうに考えております。 



 

 

ですので、うちとしましては、Ｃ案を出すかという、皆さん御意見いただいておりますので、それについては

行政としてはそれも検討しましたけれども、それよりは、この形のほうが市民に判断しやすいのではないかと。

つまり、新体育館をつくるというものに対して賛成反対を表明してもらったほうが、市民の意向はわかりやすい。

Ｃの案については、うちのほうでタウンミーティング等でも言ってますが、つくらない場合にはもう直していか

なきゃいけないということは言っておりますので、あえてＣ案というのは表示させていただかなかったというも

のでございます。 

それから、中村委員さんのほうの、わからないというのを削除したほうがよろしいというのも、先ほど答弁さ

せていただいたように、それはやはりどうしてもわからないという人はいると思いますので、行政としては、そ

れは２つのほうが楽なんですけども、当然いろいろやったけれども、白票にするよりは、こちらのわからないと

いう表現をさせていただいたほうが、市民の方は表現がしやすいのではないかというふうに考えております。 

◯副市長 ちょっと補足をさせていただきますが、まず、わからないという項目を入れるかどうかについては、

今部長が答弁したとおりでございますので。私どものＣ案をどう説明をしていくかということでございますけど

も、そもそもプランＡ、プランＢ、プランＣを議会に御提案申し上げてですね、これは私どもつくりまして、さ

あ、どうですか、議会の皆さん、どれを選んでいただけますかと。それを選んでいただいたらですね、それにつ

いてイエスかノーかを聞きましょうと、こういう話でございました。私どもとしては、この委員長報告の中では、

プランＢを選んでいただいたというふうに解釈をしております。したがって、こういうアンケートをやりたいと

いうことで市の案をまとめてですね、つくってまいってきたわけでございます。 

 したがいまして、もし建てないと、反対が多い、建てないという結論になれば、改めましてですね、じゃあそ

の体育館をどう改修をしていくのか、本当にサブアリーナが必要なのかどうか。今の時点でＣ案を提示して、サ

ブアリーナが必要ですから、十何億かけますよというようなことが果たしていいかどうか。私は、はなはだ疑問

だと思いますので、Ｂ案に絞らさせていただいて、結論が出たら、やらないよという結論が出たら、今の体育館

をどうするか、これは改めて考えるということが市の方針でございますので、お願いをいたします。 

○西條富雄委員 だんだん私もそのシーンを思い出してきたんですけども、そのようにＢ案にまとめてった段階

で、ある女性委員から、まあ柴田さんと同じ会派の方でしたけど、建てる場合であればＢ案ですけども、ぜひ、

そこに建てない場合もこれだけお金がかかるよってことも入れてほしいという要望が出てきまして、それも委員

長報告に入れた記憶があります。今調べてますので。出てこなければ、私のこのＵＳＢにそれが入ってますので、

今打ち出してきますけれども。以上です。 

○委員長 この際、１０分間休憩いたします。 

午後３時５０分 休憩 

――――――――――― 

午後４時００分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開をいたします。なお、委員長の報告でございますけれども、再度確認を

させていただきますが、アンケートの際には、あくまで建設の場合はＢ案ということであって、Ｃ案を残す形で

アンケートをお願いしたいとの声もあり、これを委員会として了承し、委員会の意見としましたと。以上、新体

育館建設の問題についての報告をさせていただきますと。これが正式な議事録でございますので、お願いをした



 

 

いと思います。 

それでは、ただいま意見が出ておりますが、ほかの委員の方で意見のある方はお願いをいたします。 

○古畑秀夫委員 今、報告があったようなことで、議論を特別委員会でずっと昨年度やってきたわけであります

ので。ただ、私もＣ案というのが果たして、古い建物にもっていって、サブアリーナをひっつけてやるってこと

が、将来的にいいかどうかっていうのは疑問はあるはあるんですが。いずれにしてもそういう提案を市民にタウ

ンミーティングや何かでいろいろ出してきている中ですので、資料の中ではあまり細かく入れなんでもいいと思

うんですが、そういう説明で約１０億のお金をかけての改修をせざるを得ないということは入れとかないといけ

ないと思いますよ、それは。 

○委員長 ほかに意見ございますか。 

○西條富雄委員 要望ですが、参考資料として、現体育館を改修するにはこれだけかかるってこともちょっと入

れればいいと思うんです。そこに、説明の中に全部入れるんじゃなくてですね、参考資料として下のところに２

行ほどですが、足していただければいいかなと思いますが。要望です。 

○委員長 ほかに、いかがですか。ないですか。 

○牧野直樹委員 委員会の意見も尊重していただいて、西條委員長の言うとおりにやっていただいて、合併特例

債が使える時期に建てるか建てないかのアンケートであって、これは市民が判断して建てないという結果が多く

なれば、必然的に現体育館を市単の１０億を使って改修する以外に手はないという、こういうことだと思うんで

すよ。建てるって言えば、建てるでいいんで、ただそれだけのアンケートだと思うんで。タウンミーティングで

市長もそこらへ出て行って話をした中で、私はアンケートをとってやっていくっていう、市民の判断に委ねると

言ってましたんで、それだけの判断でいいと思いますよ。いろいろ考えないで。どちらでもいいという意見も。

俺は中村努委員の意見に賛成だけどね。どちらでもいいなんていう、わからないなんていうのは、ばかにしたよ

うなものだ。なんだいらないよ、こんなわからないなんていうのは。つくるかつくらないか、いるかいらないか

の問題だ。だから、今、委員長が言ったそれも、２項目だもんで入れてやりゃいいじゃん、そのアンケートに。

それじゃ委員会としての立場もいいだもの、それで。 

○副市長 御意見でございますので、私のほうからちょっとお聞きをしてもよろしいでございますでしょうかね。

現体育館をどうするか、建てなかった場合に現体育館をどうするかという、そのことについて入れろという御要

望でございますので、それは積極的に検討させていただきますが、おっしゃっている意味がもうひとつよくわか

らないのは、いわゆるＣ案として提示をすべきなのか、そうじゃなくて建てない場合には現体育館をいずれ他の

形で改修をして使っていくよということを入れろというのか、それはどちらを、私どもとしては判断をすればよ

ろしいですか。それだけ御示唆をいただければ大変ありがたいなというふうに思います。 

○横沢英一委員 済みません。私はやっぱり後者でいいと思います。要は、判断基準を市民の皆さんにお示しを

するということですから。それじゃ、次の段階に入っていくときに、いや、あのときにちゃんと書いてあります

でしょうと、これだけお金かかりますよということもちゃんと書いてありますよということが言えるじゃないで

すか。そうじゃないと、何かだましうちのようになっちゃうような気がするもんですから、さっきから言ってい

るとおりですから、後半で私はいいと思います。 

○柴田博委員 行政の側でＣ案をつくった、サブアリーナも含めてＣ案をつくったというのは、Ｃ案というのは



 

 

新しい体育館をつくるというところまではいかないが、今市民が望んでいるような体育施設、体育館を準備する、

行政として整えるという場合に、最低限このぐらいはやらないと、新体育館を新しくつくるとまではいかないが、

最低限このぐらいはやっぱり必要じゃないでしょうかという案でしょう。だというふうに思うんですよね。そう

いう意味でいけば、もしつくらない場合には最低限このぐらいサブアリーナをつくって、今の既設のほうも直し

て、これぐらいは必要ですよということをやっぱり私は示したほうがいいかなと思います。サブアリーナをつく

らないで、ただ新しいのをつくらない場合に、体育館は今は最低限補修が必要とは書いてあるけど、例えば床張

りかえだけとかね、ということだけで、じゃあ市民の要望が満足できるかっていったらそりゃできないわけなん

で、選択肢の１つとして入れるなら、やっぱりサブアリーナをつくった場合にこれくらいかかりますよっていう

ことが、やっぱり親切かなというふうに思いますけどね、市民に対しては。 

○委員長 意見でよろしいですね。 

○柴田博委員 はい。 

○委員長 ほかにございませんか。それでは、この件につきましてまとめさせていただきますが、いわゆるＣ案

と言われている今の体育館を建設しない場合ですね、今の体育館を大規模改修をする必要があるということをき

ちんと明示をしていただくことと、それからおおよその金額、いわゆる必要な規模、またサブアリーナなりＣ案

で示されている部分について、おおよそ９億から１０億なら１０億というような金額も入れていただく中で、資

料として、資料といいますか、ここに書いていただいて結構ですんで、このダイジェスト版に書いてあるところ

にですね、今のようなものを入れていただきたいということを、委員会として要望をしておきます。 

それから、中村委員の言われているそのわからないという部分については、これは行政側でもう一度検討をし

ていただいて、次回の委員会で回答をお願いをしたいと思います。 

それでは、次に進みます。ほかの件で、質疑のある方はお願いいたします。 

○柴田博委員 先ほど財政フレームの説明の中で、限度額を１０億円ぐらい超えるという話がありましたが、体

育館をもし新しくつくるとすれば、その体育館をつくる財源については、合併特例債を全部使うということで考

えていいのかどうか。 

○財政課長 はい、今後、以降ですね、見込んでいる、合併特例債を見込んでいる事業を全部合わせると、約１

０億を超過するということでございます。基本的には、この新体育館をつくるということは、資料にお示してあ

りますとおり合併特例債を充当することを考えております。そうしますとほかの事業、例えば今後予定されてい

る事業幾つかございます。そちらの財源をですね、ほかの起債、できるだけ有利な起債を活用したいということ

で財源を検討していくことになろうかと思います。今後、地財計画とかですね、地方債計画示されてまいります。

いろんなメニューの中から有利なものを選んでいく、そういう作業になろうかと思います。 

○委員長 はい、いいですか。ほかに。 

○永井泰仁委員 この長期財政フレームにかかわるんですが、今度の新体育館を建てるという方向性が出た場合

に、約、維持管理費が年間６，８００万円かかるということで、具体的にこの６，８００万円はこのフレームか

ら想像するのに、普通建設事業費がまず削減になってくるということと、そのほかにどういった方法で費用を捻

出するのか、お伺いします。 

○財政課長 御質問の件、６，８００万円はですね、これはそれぞれ事業費の積み上げでございまして、歳出の



 

 

その他の中の物件費という項目の中で積み上げをしてございます。３３年度以降、このその他の中に、例えば３

３年度１２１億４００万円ございます。この中に３，８００万円を計上していくと、こういうことでございます。 

○永井泰仁委員 聞こえは物件費なんですが、物件費の中には嘱託職員の人件費も含まれたりですね、今回保育

料の１億１，０００万円捻出するのに、議会が約、定数減で８８０万円、理事者の給料を下げて２７０万ですね、

さらに職員もできるだけ臨時・嘱託もぎりぎりまで削ってこれだけ捻出して、さらにこの上に６，８００万円程

度出すということになると、その他ということで大ぐくりではそういうことかもしれませんが、現実論としてど

こをどういうふうに削ったら維持管理費が出てくるか。私が個人の見解で極論するならば、合併特例債を使えば

体育館は建設できるけど、むしろ建設後の維持管理費をどうやって捻出するかというところの部分をもうちょっ

と明確にわかるような形で説明をしてもらいたいなと思うんですね。だで、早く言やあ、ウイングロードビルの

年間の管理費が５，０００万円、市民交流センターが１億１，０００万円とすればですよ、今の道路維持管理費

が約１億円かかっているという形の中で、どこの部分を本当に削って６，８００万円なり７，０００万円を捻出

するという仮定の計算なり、ただ単にその他の中で配慮しているというそういう考えなのか、もうちょっと突っ

込んだ数字の説明をお願いしたいと思います。 

○財政課長 それぞれの項目ごとの積み上げでございます。今申し上げました、例えば物件費ですと、現行ベー

スを基本にですね、今後上昇分、例えば北部拠点整備事業によります施設ができますと、そのランニングコスト

も３，０００万円くらいは必要になってくる。あるいは、維持補修費についてもですね、これまでの予算ベース

を基礎にして、消費税の引き上げというのもそこに積み上げていく。そういう積み上げをしまして出しているも

のでございますので、その中でフレームとしては９年間が組めるという枠組みをしているものでございます。 

○委員長 財政課長、あれですか、具体的に、例えば建設事業の経費を削るとか、そういうもう少しわかりやす

く出ないですかね。 

○財政課長 積み上げでございますので、そういうことでございます。そのための事業費として建設事業もです

ね、これまでどおりというわけにいかずに、圧縮をさせる。それによって全体のプライマリーバランスも黒字を

確保していくと、そういう調整をしたものでございますので、削減努力はした結果がこの９年間のフレームが成

立したと、そういうことでございます。 

○永井泰仁委員 心配されるのはね、もろに普通建設事業費のところへかかってきちゃうっていうのと、今、年

間１億近い維持管理費がかかっているのをですよ、これができることによって半分くらいしか道路の維持管理費

も出てこないっていうような状態になってくるわけですよね。それだもんで、これは、財政フレームを二、三年

に一回ずつ直したものが提案というか、直されちゃうんで、将来の見通しが果たしてこれでいいかどうかってい

うのもなかなか難しいんですが、本当にもう保育料の減免でもって絞るだけ絞って、さらにこれ以上７，０００

万円から絞るというと、相当この普通建設事業費以下その他のところに影響が出るということも考えないといけ

ない。そうすると、既存の体育館を直して、維持管理費が今よりもふえるにしても、財政的に言えば、そのほう

がベターじゃないかということも一案として考えられるということでね。私は、仮定かもしれませんけど本当に

維持管理費をどこからどのぐらいどういうふうにして捻出できるかというのを、今ここでということは別として、

財政を管理するほうの立場では、しっかり中で検討しておいてもらいたいなと思います。要望でいいですけれど。 

○副市長 大ざっぱな説明をちょっとさせていただきますが、先ほど財政課長も御説明申し上げましたけれども、



 

 

３２年で一応合併特例債の使用期限が切れるわけですよね。そうすると、私どものこの１０年間といいますか９

年間の考え方というのは、できるだけその間に合併特例債を活用するものは活用してですね、いわゆる以降に建

設するような、道路は別としましてですね、施設関係のものについてはこの間に整備を済ませていきたいなとい

うふうに思っております。これは学校の耐震化にしてもですね、あるいは庁舎にしても、そのようなことで今ま

で進めてまいりました。したがいまして、先ほど御説明申し上げましたとおり、３２年、３３年からは普通建設

事業費を８割に抑えて、普通建設事業費って大体財源が半分ぐらいは国庫補助金なり、あるいは場合によったら

起債ですから、一般財源は半分です。したがいまして、その１０％の分というのは、今度は今、永井委員さん御

指摘のですね、施設の維持管理、あるいはその他の財源に回さざるを得ない。こういうことでございますので、

大ざっぱに申し上げておりますけども、財政といいますか、財政の運営の考え方としてはそういう考え方をして

いかざるを得ないということが今の現実だというふうに思います。ただ、施設関係これでだいぶ充実をしてまい

りましたしですね、場合によったら再配置といいますか、統合したりあるいは廃止をしたり、そういうことでや

っていかなくちゃならないこともございますし、道路は西東合わせましてですね、これは喫緊の課題でございま

すので、これはもう粛々と進めざるを得ないということでございますから、そちらのほうに配慮をしながら、今

申し上げたような財政運営の仕方をしていくというのが考え方でございます。 

○山口恵子委員 この財政フレームですが、３５年度末の人口をベースに試算しているということですが、人口

も実際にはどうなるかわからないので、このフレームの誤差を何パーセントくらい見込んでいるのか、その辺の

考え方をお聞きします。 

○財政課長 先日、お配りをいたしました人口ビジョンの推計値、これ結構、精緻にしてございます。影響があ

るものが生産年齢人口による市税収入ですとか、あるいは高齢化によって扶助費が今後上昇どの程度していくの

かといったことを、大枠としてフレームをつくったものでございますので、傾向としては、人口ビジョンで推計

した年齢構成別の人口の上昇率、あるいは減少率を踏まえてですね、それぞれの経費を見込んだということでご

ざいます。精度が高いかといいますと、試算は結構、精緻に人口ビジョンしてございますので、それを参考にし

てございますので、これをもとに財政のほうへ進めていきたいというふうに思っております。 

○委員長 ほかに。 

○中村努委員 ちょっと補足してお聞きしますけど、第四次総合計画でも財政フレームをつくって、当時の人口

目標７万１，０００人でしたよね。実際には６万７，０００人という結果になったんですが、財政上、当初は描

いていたフレームとどのくらいの誤差で結果として残ったかわかりますか。 

○財政課長 前回四次総合のときの財政フレームも、現行制度が続くものとしてですね、つくってきて、前期・

後期の５年ずつの計画でした。途中で財政フレームは、制度改正に伴って中間年で見直しをしてきました。結果

としては、ほぼ財政フレームに沿った形での執行になったというふうに思っております。人口はどう影響したか

というところで、詳しくは分析してありませんけれども、確かに人口の増加を見込んだ計画でしたので、その部

分については影響があっただろうというふうに思います。ただ、ほかの財源を捻出したりする中でですね、財政

運用ということをしてきたということでございますので、枠としてのフレームはそんなに食い違いがなかったと

いうふうに見ております。 

○委員長 よろしいですね。ほかに。よろしいですかね。 



 

 

それでは、新体育館に関する市民アンケートの実施につきましては、本日は質疑を行ったということにして締め

たいと思います。なお、次回の委員会は６月４日、定例会初日でございますが、本会議終了後、第２回目の委員

会を予定しております。このときには、この市民アンケートにつきましては、内容その他について決定をしてい

きたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それではその他、何かございますか。事務局、いいですね。それでは、以上により特別委員会を閉会といたし

ます。大変御苦労さまでした。 

午後４時２１分 閉会 

 

 

 

 

 

 

平成２７年５月２１日（木） 

 委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 
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